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裁　　　決

審査請求人

書

地福第６１１号

審査請求人から平成飄 ●々月鼈 日付けで提起された、　　　　 （以下
「四 」ヤ」という．）がＵ 唾 々1勳 ● 紲

－ 刈
■lil ぶ

口し
た生活保護法（昭和35 年法律第144 号。以下「法」という。）第63 条に基づく費・
用返還を命じた処分（以下「本件処分」という。⊃ に関する審査請求について、1次の
ように裁決する6　十　　　・　　　　　　　　　ヶ

主　文

本件処分の一部を次のとおり変更する。

｢2回　返還金額 皿1 円｣ を(2　 返還金額 ㎜ 煦 とずる．

審査請求の要旨

１ ，審査請求の趣旨
本件処分において、資力として認定した㎜ 円から通院交通費等を

控除した残額 ㎜iI1 の返還を命じた決定について不朖とし、その
求めるものである。

２　審査請求の理由　　　　　　　　 卜
本件審査請求の理由は、次のとおりであると解される。　二
審査請求人は、審査請求人の次女（以下「次女」という。）のために中古のパー

ソナルコンピユータ（以下「パソコン」という。）１ 台を購入したが、これは、次

女が在学した高校の授業の一環として使用するものであり、自立更生のためのやむ

を得ない用途にあてられたものであることから、本件処分の返還金額から当該パソ
コンの購入費を控除すべきで、これを控除せずに決定した本件処分は違法又は不当

仰



である。

裁決め理由　　　　　　　　　　匸
１　審査庁が認定した事実　　　　　　　　▽
(1)卜審査哢求人ほヽ平4 ●年●月● 日付けでヽ し、法に基

づく保護申請を行い、同日付けで保護開始となったこと。i
(2) 一県の組織改編により、平成18 年４月１日から、処分庁が審査請求人の保護に
関する事務を行っていること。　　　　　 ∇

（3） 処分片の作成した保護合帳によればヽ平成● 年●月● 日現在ヽ 審査請求人
の世帯は、審査請求人、その妻及びその長女の3 人世帯であること6
また、申請時から保護を受けていた次女は、平成● 年●月蟲日付けで転出し

ていることＥ　　　　　　　　　 十゙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ
･●　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　亀

(4) 審査請求人が届け出た法第61 条による届出及び処分庁の職員が作成した記録
票( 以下｢ ヶ‾ス即録｣ という．∧) によ 蒡とヽ次女はヽ平成鵬 午　 ●日ヽ 交隘 宍ﾕ ご 宣 － ぷ ﾌﾞ１ 馮l 亠

1
1 諞 亠 澀 言ｺil ●1 戀1 昌 尸 ¨･ ザ ㎜

（5） 審査請求人から処分庁に提出された
!９ ●1!11 こ 　

とし七 同● 届ｎ 祠 ㎜ ａｙ
う．）iこ平成●年●月●叫=加入したこと．

行した麟
約者、次
ｌ とい

(6)' 処分庁が行った法第29 条の規定に基づく調査結果によると、次女の交通事故
に係る－J として、

円が給付されたこと。
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ら次のとおり、計､皿

審査請求人の口座に
次女の 口座l:

次女の 口座 に

振込

(7)弌 法第29 条(乙)規定に基づく調弯結果に声ると、'次女 の交通事故に係る加害者

が加入していた保険ぴ心 として、
6、‘ 計皿 円が給付されたこと。
ア　平成
イ　平成
ウ｀平成
ｺﾆ　平成

｜

月雷 日

次女 の口座

次女の口座

次女の口座

次女 の口JI

（8） ヶ－ス滷 豕によるとヽ.･審査請求人は、平成 鸚 年●月

ら次のとお

枦

㎜ ｔ来１し、白 々 Ｕ リJillilll? ● 日こ㎜

㎜ から給付された㎜ 円から、　　　円の中古パソコン1?購入し

y/



たと説明したこと。

卜　　なお，当該パソコン購入,に係る領収書の提出はなかったこと。　　　ご
(9) ケース記録によ･ると･ 審査請求人が㎜154 入(?)一部,を次女のパソｊン購入
にあてた理由について、次女の学校の授業で必要なものであり、入院に伴い、
欠席で遅れた分を取り戻すためには、パソコンが必要であると主張する:ことか
ぢ、処分庁の巓員か、単成● 牟●月１ 日ｿ 次女が当時、ご在学し'Ｇ巓員かヽ 単成● 単● 月１ 日ヽ次女畔 呻 ヽ鴦 学り７りた四

等学校の次女の担任教諭函准認したところ、次女ほレ ㎜

」の科目を選択し、その授業でパソご］ンを使用しており、パソコ
ン 検 定 の 取 得 を 目 標 と し て い る も の の 、 パ ソ コ ン を 個 人 で 用 意 し な く と 黠

ﾍﾟ
授

■　　 嵋穐．　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　 ｀　　　 ．　・　　 ●-　　　 ．　` 　・　　　　　　　　　　　 ●　　 ．
業 の 中 で 事 足 り る 程 度 の 授 業 内 容 で あ る と の 回 答 を 梛 た こ と ． ▽　　　　 ＼

㈲ ＼ ヶ－ ヌ 記ヽ 録 にょ
ぶ
と 、j平 鴪 ● 年

●
月
●ﾖ

に 処 分庁 はヽ 当 該 パソ 卩ｼ にう い
■■　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　罐　　．･　　　Ｓ　１　　　１　　　　　　　． ｜て、審査請求人及びそ の妻は利用していないが、審査請求人の長女及び次女が、

卜 技能練習用のために使用していることを確認していること．･　･･　･.･、　　　　ご
（11） 処分庁は･ 単碑● 年●月● は√交通事故の発生し・平成誹41 ● 脾I 帝発
） 時点とすや･資力とし七 上記剛 呷t（7）の計

鰰
円夸法第63 条に基づく

卜 返還の対象額として認定したこと．　　　　　　　　　　　　　 ∧Ｉ　　　　　■　　　　　　・　　　　　　　－　　　・　･■敍= ↓ 処分庁叫/ 平成幽 嗜y11 ●（ 審査請車入世帯カビ 平成● 年●

∧ から平成● 年●月までiこ受けた法吐よ名保護金品に相当する金鎖（瑣物紬付
にJ46 医筱 助 鈕 皀Lf ）㎜P 皀

亠■ﾚ 返還対象額
㎜

円がら、

・次の費用の総齬
皿F;iT 盲 篩 匸λ 皿 円を法第63 戻 石 蓊 匹 よ息返

㎜　I　　　　　　　　　　I¶　　　　●¶還金額と決定し、本件処分を行ったと辰　 ＼　...･　・.･　.　　　　　　　　･･.

ア　審査請求人の長女の専門学校通学費として、

1貸付丿資金に係る平成鵬 年● 分から平成

ｲ1
●1

に亠
よ亠亠亠 爿

ウ　電動自転車㎜ 円
工　次女の使用する
オ ㎜
ヵ　審査請求人世帯
9 －I=I!

塑自転車㎜ 円
の次鈿ｉ 院交通費㎜/p=l

㎜ 醉ら受けた
までの返済額の計

入院した次女の見舞に係る交通

キ　 「生活保護 法による 保護 の実施要領について 」（昭和36 年４ 月１日厚生

省 発社第123 号厚 生事務次官 通知） 第８の３の（2）のエ の（ｲ）に規定する控除額

8,000 円 よ づ　　　　　 、　 ヤ　 ノ　　　　I･　 二

（12）　 総務省が実施した 「平 成21 年全国消 費実 態調査」 による と、 ２人以 上の世

帯のパソコ ン普 及率は √全 国で75.9% 、本県 においても66.8% と 過半数の世

■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　－帯にパソ コノンは 普及し ている状況にあること○　　　　　　　　　　　　｀　　
＼　ｊ

牡



２　 理 由　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∇　　　　 ｀

（1） 法 第 ４条 第 １ 項 にお い て 、 「保護 は 、 生 活 に 困 窮す る 者 が 、 そ の利 用 し 得 る

資 産 、 能 力 そ の 他あ ら ゆる も の を 、そ の 最 低 限 度 の生 活 を維 持 す るた め に活 用

。 す る こ と を 要 件 と し て 行 われ る 。 」 と さ れ て い る 。

･し た が っ て 、 法第63 条 によ れ ば、 法 によ る 保 護 を受 け て い る 者 が 、 「急 迫

の 場 合 等 に お い て資 力 が あ る に も か か わ らず 、 保 護 を 受 け た とき は、 保 護 に 要

¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・　●●す る 費 用 を 支 弁 し た 都 道 府県 又 は 市 町 村 に対 し て 、す み や か に 、 そ の受 け た 保

●　　　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　ｊ護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 にお い て 保 護 の 実 施機 関 の 定 め る 額 を 返 還 し な

け れ ば な らな い 。」 と され て い る と こ ろで あ る 。　 ‘

（2 ） 「生 活 保 護 問 答集 につ い て 」 （平 成21 年 ３月31 ｀日厚 生 労 働 省 社会 ・援 護 局

保 護 課 長 事 務 連絡 。 以 下 「生 活 保 護 問 答集 」･と い う。 廴 問13-5(2) によ れ ば 、

法 第63 粢 に よ る 返 還 額 の 決 定 につ い て は、 原 則 とし て4 当 該 資 力を 限 度 とし

て 支 給 し だ 保 護 金 品 の 全 額 を 返 還 額 と す べ き で ある が 、保 護 金品 の 全 額 を返 還

額 と す る こ と が 当 該 世 帯 の自 立 を著 し く 阻害 す る と認 め られ る 場 合 につ い て は 、

当 該 世 帯 の 自立 更 生 の た め の や む を 得 な い 用 途 にあて られ た も ので あ っ て 、 地

域 住 民 と の 均 衡 を考 慮 し 、社 会 通 念 上 容 認 さ れ 弔 程度 と し で 寒 施 機 関 が 認 め た

額 を 本 来 の 要 返 還 額 か ら 控除 し て返 還 額 を 泱 定 す 名城 扱 い と して 差 し 支 えな い

と さ れ て い る 。

（β） そ こ で 、 本 件 に つ い て 、 当 該 パ ソ コ ン の 購 入 が 、 生活 保 護 問答集 問13-5(2)

に 規 定 さ れ る 当 該 世 帯 の自 立 更 生 の た め のや む を得 な い 用 途 にあ て ら れた も の

二 で あ る か を検 討 す る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －

「 世 帯 の 自立 更 生 の た め の や む を 得 な い 用 途 」 とは 、 「生 活 保 護 法 によ る 保

謾 の 実 施 要領 の取 扱 い にづ いて 」＼（昭 和38 年 ４ 月 １日 社保 第34 号 厚 生省 社 会

局 保 護 課 長 通 知 ） 問 第 ８ の40 の 「自 立 更 生 のた め の用 途 に 供さ れる 額の 認 定

基 準 」 （以 下 「認 定 基 準」 と い う 。 ） にお い て、 基 準が 示 さ れ てい る。

1(10) に お い で 認 定 し た 事 実 の と お り 、 審 査 請 求 人 の長 女 及 び 次 女 は 、 技 能

練 習 用 と し て 当 該 パ ソ コ ン を 使 用 し てい る 。

パ ソ コ ンは 、1(12) に お いて 認 定 し た 事 実 の と お り 、 岩 手県 内 の66.8% の 世

帯 に 普 及 し て い る 物 品で あ る と と も に 、 パ ソ コ ン の 基本 操 作 技 能 を 修 得 して い

ｊ　 る こ と が 就 職 に 有 利 に な る と認 め ら れ る と こ ろ で ある 。 また 、1(8) で 認 定し た

事声（7）とお りji 脚 鈔 二1ン（’）購入 費 用 も 四: 賢 あ っ た 嬲 ）で あ る・
こ れ ら 当 該 パ ソ コ ン の 使用 状 況 、 購 入 費 用 等 命認定 基 準 に 照 ら す と 、 認定 基

十 準（2 ）ク に 「当 該 経 費 が 、 当該 世 帯 にお い て 利 用 の必 要 性 が 高 い 生活 用 品で あ っ

て 、 保 有 を 容 認 さ れ る も の の 購 入 に あて ら れ る 場 合は 、 直 ち に購 入 に あて ら れ

る 場 合 に 限 り 、 必 要 と 認 め ら れ る 最 小 限 度 の 額 」 とい う‘基 準 があ り 、 当 該パ ソ

コ ン を 購 入し た 時 点 で 、 次 女 が 近 い 将来 、 高 等 学 校 を 卒業 す る と見 込 まれ 、 卒
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平成22 年10 月28 日

岩手県知事　　達増　拓也

付記１　この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌
●　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ＼　　日’から起算して30 日以内応 厚生労働大臣に対して書面をもうて再審査請求

をすることができます。（なお、･この裁決があったことを知った白の翌日から

起算して30 日以内であっても、この裁決があづだ日の翌日から起算して１年
を経過すると再審査請求をすることができなく､なります。）　 ／

２　この裁決については、この裁決があったことを知’つた日の翌日から起算して
６か月以内に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、知事となり
ます。）、 この裁決の取消しの訴えを提起することができます。（なお、こ
の裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

／ の裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると、裁決の取消しめ訴え
を提起することができなくなります。）　　　　　　　　　　　　　　　 ▽
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